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契約書№[ ] 

業務委託契約書 

 

 学校法人立命館（以下「甲」という。）と契約先（以下「乙」という。）は、以下の〔契

約要綱〕および〔契約条項〕（以下〔契約要綱〕と合わせて「本契約」という。）のとおり

業務委託契約を締結する。 

本契約成立の証として本書 2 通を作成し、甲乙記名押印の上、各１通を保有する。 

 

20  年  月   日 

 

甲：京都市中京区西ノ京東栂尾町８番地 

学校法人立命館 
理事⾧ 森島 朋三 

 

乙： 

   

   

   

 

 

 

〔契約要綱〕 

１ 案 件 名  

２ 金 額          円（消費税      円を含む） 

３ 契 約 期 間      年   月   日～    年   月   日 

４ 履 行 期 限      年   月   日 

５ 完 了 通 知 

A 本件業務を完了したとき 

B 仕様書に定める区分の業務の完了の都度 
※AB いずれかを選択。B を選択する場合は、仕様書において業務の区分が明確

に定められていることが前提。 

６ 支 払 条 件 完了検査合格後直近の 20 日締切り、翌月末日支払い 

７ 備 考  
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〔契約条項〕 

（契約の目的） 
第１条 乙は、本契約書の他、これに付属する仕様

書ならびに仕様書に添付された図面、見本および
図書等（以下「仕様書」という。）に定めるところ
に従い、〔契約要綱〕で定められた履行期限までに、
〔契約要綱〕の案件名記載の業務（以下「本件業務」
という。）を実施、完了し、甲は、その代金を乙に
支払う。 

 
（代金額） 
第２条 本契約の代金額は、〔契約要綱〕に定めると

おりとする。 
 
（再委任または再請負） 
第３条 乙は、本件業務の全部または一部を第三者

に再委任し、または再請負させてはならない。 
 
（乙の管理義務等） 
第４条 乙は、本契約の履行に際し、民法、商法その

他法律の規定を遵守し、自ら行う企画または自己
の有する技術もしくは経験に基づき、本件業務を
実施しなければならない。 

２ 乙は、本件業務に従事する自己の従業員の身分、
衛生、風紀および規律維持に一切の責任を負うも
のとする。 

３ 乙は、仕様書で定める要件を満たし、その他本
件業務の性質上求められる資格を有する者をして、
本件業務を行わせるものとする。 

 
（実施の調整） 
第５条 甲は、乙の実施する本件業務および甲の発

注に係わる第三者の実施する役務等が実施上、密
接に関連する場合は、必要に応じて、その実施につ
き、調整を行う。この場合において、乙は、甲の調
整に従い、第三者の行う役務等の円滑な実施に協
力しなければならない。 

 
（実施途中の検査） 
第６条 甲は、本件業務の実施途中においても、必

要と認めたときは、検査担当者を置き、仕様書に基
づく検査を行うことができる。 

 
(乙の報告義務) 

第７条 乙は、仕様書の定めるところにより、本件
業務の実施状況を甲に報告しなければならない。 

 
（支給および貸与） 
第８条 本件業務を実施するために必要となる一切

の物品は、乙が自らの負担により調達するものと
し、甲は、何らの支給または貸与も行わない。 

 
（仕様書の検査等） 
第９条 乙は、その専門的見地から仕様書の内容を

検査し、本件業務の内容、目的と、仕様書記載事項

に不適合または不十分な点がある場合は、甲に仕
様書の改善を請求しなければならない。 

 
（仕様書不適合等の場合の改善義務） 
第１０条 乙が本契約に基づいて行った業務が仕様

書に適合しない場合または本契約の目的の達成に
疑義がある場合において、甲がその改善を請求し
たときは、乙は、当該請求に従わなければならない。
この場合において、甲は、当該請求とともに、必要
と認められる履行期限の延⾧を求めることができ
る。 

２ 甲は、前項の請求に代えて、乙に対し、代金の減
額を求めることができる。 

３ 前２項の規定は、第 23 条の規定による損害賠償
請求および第 19 条の規定による解除権の行使を
妨げない。 

 
（仕様書の変更） 
第１１条 甲は、必要があると認めたときは、仕様

書の内容を変更することができる。 
２ 前項の変更により、乙に新たな費用負担が生じ

るときは、甲がその費用を負担する。ただし、変更
の原因が乙の責に帰すべき事由による場合は、こ
の限りではない。 

 
（情報の開示） 
第１２条 甲は、本件業務の実施に必要と認める範

囲で甲の保有する知識・経験およびその他の情報
（以下「本件情報」という。）を乙に開示するもの
とする。 

２ 乙は、本件情報を本件業務の実施のためのみに
使用するものとし、他の用途に転用してはならな
い。 

３ 乙は、本件業務の実施が完了したときまたは甲
の要求があるときは開示を受けた本件情報（甲の
同意を得て複写・複製したものを含む。）を記述し
た文書および電子媒体を直ちに甲に返還しなけれ
ばならない。 

 
（守秘義務） 
第１３条 甲および乙は、本契約の履行に際し、相

手方より秘密情報である旨を示され開示を受けた
情報（以下「秘密情報」という。）を、本契約の履
行以外の目的に供してはならず、また第三者に漏
えい、開示してはならない。ただし、開示を受けた
秘密情報が次の各号のいずれかに該当するときは、
この限りではない。 
(1) 開示を受けた時点で既に公知であった情報 
(2) 開示を受けた時点で既に自ら保有していた情

報 
(3) 開示後に自己の責によらない事由により公知

となった情報 
(4) 正当な権利を有する第三者より守秘義務を負

うことなく正当に入手した情報 
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(5) 開示後に相手方の秘密情報によらずして独自
に開発または考案した情報 

 
（個人情報の取扱い） 
第１４条 甲は、個人情報の保護に関する法律に定

める個人情報（以下「個人情報」という。）を乙に
提供しなければならないときは、乙の本件業務の
遂行上必要な最小限度において、乙に個人情報を
提供する。 

２ 乙は、甲から個人情報の提供を受けたときは、
別紙「個人情報取扱特記事項」に従い、必要かつ適
切な措置を講じなければならない。 

 
（完了通知および完了検査） 
第１５条 乙は、〔契約要綱〕の定めにより、業務の

完了を書面により甲に通知しなければならない。 
２ 甲は、前項の通知を受けたときは、通知を受け

た日から 14 日以内に仕様書に基づく検査を完了
し、書面により当該検査の結果を乙に通知しなけ
ればならない。甲が上記期間内に通知をしない場
合は、検査に合格したものとみなす。 

３ 乙は、前項の検査に合格しないときは、直ちに
改善を行い、再度検査を受けなければならない。
この場合においては、改善の完了を役務の完了と
みなし、前２項の規定を適用する。 

 
（代金の支払い） 
第１６条 乙は、前条の検査に合格したときは、代

金を甲に請求する。 
２ 甲は、前項の請求を受理したときは、〔契約要綱〕

に定める支払条件により、乙の指定する金融機関
口座に代金を振り込む。 

 
（契約不適合責任） 
第１７条 甲は、本件業務の目的物または成果の種

類、品質もしくは数量が本件業務の内容、目的また
は仕様書の内容に適合しないものであるときは、
乙に対し、甲の請求した方法によって、当該目的物
または成果の補修、代替品の引渡し、もしくは不足
分の引渡しによる履行の追完を請求することがで
きる。 

２ 前項の場合において、甲が相当な期間を定めて
履行の追完の催告をしたにもかかわらず、その期
間内に履行の追完がないときは、甲は乙に対し、
その不適合の程度に応じて代金の減額を請求する
ことができる。 

３ 前項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当
する場合には、甲は催告をすることなく、直ちに
代金の減額を請求することができる。 
(1) 履行の追完が不能であるとき。 
(2) 乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示

したとき。 
(3) 契約の性質または当事者の意思表示により、

特定の日時または一定の期間内に履行しなけれ
ば契約をした目的を達することができない場合
において、乙が履行の追完をしないでその時期
を経過したとき。 

(4) 前３号に掲げる場合のほか、甲が前項の催告
をしても履行の追完を受ける見込みがないこと
が明らかであるとき。 

４ 第１項から前項までの規定は、第 23 条の規定に
よる損害賠償請求および第 19 条の規定による解
除権の行使を妨げない。 

５ 乙が種類または品質に関して本件業務の内容、
目的もしくは仕様書の内容に適合しない目的物ま
たは成果を甲に引き渡した場合において、甲がそ
の不適合を知った時から１年以内にその旨を乙に
通知しないときは、甲は、その不適合を理由とし
て、履行の追完請求、代金の減額請求、損害賠償請
求および契約の解除をすることができない。ただ
し、乙が、引渡しの時にその不適合を知り、または
重大な過失によって知らなかったときはこの限り
ではない。 

６ 第１項から前項までの規定にかかわらず、甲は、
甲の与えた指図によって生じた不適合を理由とし
て、履行の追完請求、代金の減額請求、損害賠償請
求および契約の解除をすることができない。ただ
し、乙が甲の指図が不適当であることを知りなが
ら告げなかったときはこの限りではない。 

 
（知的財産権） 
第１８条 本件業務の遂行の過程で得られた発明、

考案、意匠、著作権その他一切の成果に係る特許、
実用新案登録、意匠登録等を受ける権利および当
該権利に基づき取得する産業財産権ならびに著作
権（著作権法第 27 条および第 28 条に定める権利
を含む。）その他の知的財産権（ノウハウ等に関す
る権利を含み、以下「本知的財産権」という。）は、
すべて甲に帰属する。この場合において、乙は、甲
に権利を帰属させるために必要となる手続（発明
者たる従業者からの権利の取得および移転登録手
続を含むが、これに限られない。）を履践しなけれ
ばならない。 

２ 乙は、甲に対して、本件業務の遂行の過程で得
られた著作物に係る著作者人格権を行使しない。 

３ 甲および乙は、前２項に定める権利の帰属およ
び不行使の対価が、第２条に定める代金額に含ま
れることを相互に確認する。 

 
(契約解除) 
第１９条 甲または乙は、相手方が次の各号のいず

れかに該当するときは、直ちに本契約の全部また
は一部を解除することができる。 
(1) 不法行為、不正行為、重大な過失があったと

き、または背信行為を行ったとき。 
(2) 本契約に違反し、相当な期間を定めて是正を

催告したにもかかわらず、期間内に是正しない
とき。 

(3) 正当な理由なく、義務の履行を開始すべき期
日を過ぎても履行に着手しないとき。 

(4) 本件業務を完了すべき日までに本件業務を完
了することができないと認められるとき、また
は完了すべき日から相当の期日を経過しても本
件業務を完了する見込みがないと認められると
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き。 
(5) 手形・小切手等の不渡りを出したとき、また

は銀行取引停止処分を受けたとき。 
(6) 仮差押、差押、競売の申立てを受けたとき、

民事再生手続開始、会社更生手続開始、破産手
続開始の申立てを受け、もしくは自らこれらの
申立てをしたとき、または清算に入ったとき。 

(7) 解散の決議をしたとき。 
(8) 租税、公課を滞納し催促を受けたとき、また

は保全差押を受けたとき。 
 
（暴力団等との関係に基づく解除） 
第２０条 甲および乙は、自己のすべての役員等（甲

にあっては理事もしくは監事を、乙が個人である
場合にはその者を、乙が法人である場合にはその
役員またはその支店もしくは事業所の代表者をい
う。以下同じ。）が暴力団員による不当な行為の防
止等に関する法律（以下「暴力団対策法」という。）
第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」
という。）ではないことを保証する。 

２ 甲および乙は、前条に定める場合のほか、相手
方が次の各号のいずれかに該当すると認めるとき
は、本契約を解除することができる。 
(1) 役員等のいずれかが暴力団員であると認めら

れるとき。 
(2) 暴力団（暴力団対策法第２条第２号に該当す

る暴力団をいう。）または暴力団員が経営に実質
的に関与していると認められるとき。 

(3) 役員等が自己もしくはその法人または第三者
の不正の利益を図る目的、または第三者に損害
を与える目的をもって、暴力団もしくは暴力団
員を利用するなどしたと認められるとき。 

(4) 役員等が暴力団または暴力団員に対して資金
等を供給し、または便宜を供与するなど直接的
あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、
もしくは関与していると認められるとき。 

(5) 役員等が暴力団または暴力団員と社会的に非
難されるべき関係を有していると認められると
き。 

(6) 下請契約、資材等の購入契約その他の契約に
おいて、その相手方が前各号のいずれかに該当
すると知りながら、当該者と契約をしたと認め
られるとき。 

(7) 相手方が、(1)から(5)までのいずれかに該当
する者を下請契約、資材等の購入契約その他の
契約の相手方としていた場合（前号の場合を除
く。）において、当該契約の解除を求めたにもか
かわらず、相手方がこれに応じなかったとき。 

３ 甲および乙は、相手方の役員等の一人が反社会
的勢力（暴力団員ではないにしても、暴力、威力と
詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する個人
または集団の構成員をいう。）に該当する場合にお
いて前項の規定を準用することができる。 

 
 
 
 

 
４ 甲および乙は、前二項に基づきこの本契約を解

除した場合、相手方に損害が生じてもこれを賠償
する責任を負わない。解除された当事者は、当該
解除により相手方に損害が生じた場合、その損害
を賠償する責任を負う。 

 
（不可抗力による解除） 
第２１条 甲および乙は、天災その他の避けること

のできない理由により、本件業務を完了すること
が不可能、または著しく困難になったときは、甲乙
協議の上本契約を解除することができる。 

 
（解除に伴う措置） 
第２２条 甲は、本契約が解除されたときは、乙が

既に行った本件業務の目的物または成果のうち可
分な部分の給付によって利益を受けるときは、当
該部分を仕事の完成とみなして、当該部分を検査
の上、当該検査に合格した部分に相当する代金を
乙に支払う。 

 
（損害賠償） 
第２３条 甲および乙は、本契約の履行に際し、相

手方の責に帰すべき事由により損害を被ったとき
は、相手方に対して損害賠償請求をすることがで
きる。 

２ 前項に定める損害賠償請求の金額は、請求者が
被った損害の実額とする。 

 
（権利義務の譲渡等） 
第２４条 乙は、甲の承認なしに本契約により生じ

る権利または義務の全部または一部を第三者に譲
渡もしくは承継させ、または担保に供してはなら
ない。 

 
（契約期間） 
第２５条 本契約の契約期間は、〔契約要綱〕に定め

るとおりとする。 
２ 前項の定めにかかわらず、第 13 条、第 14 条、

第 23 条および第 26 条は、本契約終了後も有効に
存続する。 

 
（専属的合意管轄裁判所） 
第２６条 本契約に関する訴訟については、京都地

方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 
 
（協議事項） 
第２７条 本契約に定めのない事項または契約条項

の解釈に疑義を生じたときは、当事者双方が誠意
をもって協議の上、解決をはかる。 

 
以上 
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個人情報取扱特記事項 

 

（個人情報取扱いの禁止事項） 
第１ 乙は、業務の遂行にあたり甲から取扱いを委

託された個人情報を、甲の書面による事前の承諾
を得ることなく、業務遂行以外の目的で、加工、改
ざん、利用、複写または複製してはならない。 

２ 乙は、甲から取扱いを委託された個人情報を、
他に開示しまたは漏えいしてはならない。 

 
（従業員等の秘密保持義務） 
第２ 乙は、自己の役員および従業員（直接的であ

るか間接的であるかを問わず、乙の指揮監督を受
けて業務に従事する者をいう。以下「従業員等」と
いう。）に対し、個人情報に関する秘密保持義務を
負わせるとともに、その目的外利用を禁止する。 

２ 乙は、従業員等が退職する場合、当該従業員等
に対し、退職後の秘密保持義務に関する誓約書の
提出を求めるなど、在任もしくは在職中に知り得
た全ての個人情報の返還または破棄を義務づける
ために合理的に必要と認められる措置を講じなけ
ればならない。 

 
（安全管理措置） 
第３ 乙は、本件業務の遂行にあたり、個人情報の

漏えい、滅失またはき損（以下「漏えい等」とい
う。）の防止のために合理的と認められる範囲内で、
組織的、人的、物理的および技術的な安全管理の
ために必要かつ適切な措置（以下「安全管理措置」
という。）を講じなければならない。 

２ 甲および乙は、前項に定める安全管理措置に関
し、その具体的内容を特に指定しようとする場合、
本件業務の内容、規模および対価を考慮し、当事
者双方が協議の上、対応を決定しなければならな
い。 

  
（管理、監督） 
第４ 乙は、前条に定める安全管理措置を徹底する

ため、業務の遂行にあたり個人情報の取扱いに関
する管理責任者を定めなければならない。 

２ 乙の管理責任者は、業務の遂行上、実際に個人
情報を取扱う従業員等の範囲を限定するものとし、
当該従業員等に対して必要かつ適切な監督を行わ
なければならない。 

 
 
 

（本人に対する責任等） 
第５ 乙は、個人情報の主体たる本人から個人情報

の開示、訂正、追加または削除等の請求を受けた
場合、あるいは行政機関、司法機関等、本人以外の
第三者から個人情報の提供を要請された場合、す
みやかに甲に通知しなければならない。この場合、
乙は、本人または本人以外の者の請求または要請
に直接応じる義務を負わず、甲が自己の費用と責
任をもって対応しなければならない。 

 
（監査） 
第６ 甲は、乙における安全管理措置の実施状況を

確認するために必要な限度において、乙に対し、
報告、資料の提出または監査の受入れを求めるこ
とができる。この場合、乙は正当な理由がある場
合を除き、甲の求めに応じなければならない。 

 
（改善の指示） 
第７ 甲は、前条による報告、資料の提出または監

査の結果、乙において個人情報の安全管理措置が
十分に講じられていないと認めたときは、乙に対
し安全管理措置の改善を要請することができる。 

２ 乙は、前項の要請を受けたときは、安全管理措
置の改善を行わなければならない。 

 
（事故発生時の対応） 
第８ 乙は、個人情報の漏えい等の事故が発生した

と認識し、または発生したおそれがあると判断し
たときは、直ちに甲に報告しなければならない。
このとき、甲および乙は、事故の拡大または再発
を防止するために合理的に必要と認められる措置
を講じなければならない。 

２ 前項の場合において、甲および乙が講ずべき措
置については、安全管理措置の実施状況、事故に
よって個人情報の本人が被る権利利益の侵害の状
況、事故の内容および規模等に鑑み、当事者双方
が協議の上定めなければならない。 

  
（個人情報の返還等） 
第９ 乙は、本件業務が終了したとき、または甲の

求めがあるときはいつでも、甲より取扱いを委託
された個人情報（その複製物を含む。）の全部また
は一部を甲に返還し、または記録媒体から消去し
なければならない。 

以上 

 


